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食
品
衛
生
取
締
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
号

　
　
　

 

食
品
衛
生
取
締
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

食
品
衛
生
取
締
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
第
一
号
１
中
「
加
工
場
は
、
清
潔
な
」
を
「
食
品
の
加
工
、
処
理
、
保
管
又
は
販
売
の
た
め
の
設
備
を
含

む
場
所
（
以
下
「
加
工
場
」
と
い
う
。）
は
、
清
潔
な
」
に
、「
他
の
用
途
に
併
用
し
な
い
こ
と
。
ま
た
、
加
工
場
は
、

家
族
、
従
業
者
の
居
室
と
別
棟
で
あ
る
か
、
接
続
す
る
部
分
が
ガ
ラ
ス
戸
等
で
し
や
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
を
「
居
室

と
別
棟
と
す
る
、
接
続
す
る
部
分
を
ガ
ラ
ス
戸
等
で
遮
断
す
る
等
の
方
法
に
よ
り
他
の
場
所
と
区
画
し
て
あ
る
こ
と
」

に
改
め
、
同
号
11
イ
中
「
ほ
や
又
は
う
に
の
む
き
身
加
工
業
」
を
「
生
食
用
の
ほ
や
又
は
う
に
の
む
き
身
処
理
加
工
業
」

に
、「
殺
菌
海
水
」
を
「
殺
菌
し
た
海
水
」
に
改
め
、「
⑵
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
」
の
下
に
「
。
以
下
同
じ
」
を
加

え
、
同
号
11
ロ
中
「
に
よ
る
水
道
」
を
「
に
規
定
す
る
水
道
事
業
及
び
専
用
水
道
」
に
、
同
号
12
中
「
ふ
た
」
を
「
蓋
」

に
、「
し
や
断
」
を
「
遮
断
」
に
改
め
、
同
表
第
二
号
中
「
ふ
た
」
を
「
蓋
」
に
、「
洗
浄
し
や
す
い
」
を
「
洗
浄
が
し

や
す
い
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二

　
　
　
　
　

営
業
を
行
う
と
き
の
衛
生
基
準

　

一　

つ
け
物
加
工
業
、
魚
介
類
加
工
業
及
び
生
食
用
の
ほ
や
又
は
う
に
の
む
き
身
処
理
加
工
業

　
　

１　

衛
生
管
理
の
基
準

　
　
　

イ　

食
品
取
扱
施
設
の
衛
生
管
理

　
　
　
　

⑴　

施
設
及
び
そ
の
周
辺
は
、
定
期
的
に
清
掃
し
、
衛
生
上
支
障
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

⑵　

加
工
場
に
は
、
不
必
要
な
物
品
等
を
置
か
な
い
こ
と
。

　
　
　
　

⑶　

加
工
場
の
内
壁
、
天
井
、
床
、
排
水
溝
等
は
、
常
に
清
潔
に
保
つ
こ
と
。

　
　
　
　

⑷　

加
工
場
内
は
、
採
光
、
照
明
及
び
換
気
を
十
分
に
行
う
こ
と
。

　
　
　
　

⑸　

加
工
場
の
窓
及
び
出
入
口
は
、
衛
生
上
支
障
が
な
い
場
合
を
除
き
、
常
時
開
放
し
な
い
こ
と
。

　
　
　
　

⑹　

排
水
が
よ
く
行
わ
れ
る
よ
う
排
水
溝
の
清
掃
及
び
補
修
を
行
う
こ
と
。

　
　
　
　

⑺　

便
所
は
、
常
に
清
潔
に
保
ち
、
定
期
的
に
清
掃
及
び
消
毒
を
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

⑻　

加
工
場
内
に
は
、
犬
、
猫
等
の
動
物
を
入
れ
な
い
こ
と
。

　
　
　
　

⑼　

加
工
場
は
、
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
他
の
用
途
と
併
用
し
な
い
こ
と
。

　
　
　

ロ　

食
品
取
扱
設
備
の
衛
生
管
理

　
　
　
　

⑴ 　

食
品
の
加
工
又
は
処
理
（
以
下
「
加
工
等
」
と
い
う
。）
は
、
洗
浄
及
び
消
毒
が
容
易
な
機
械
又
は
器

具
（
以
下
「
器
具
等
」
と
い
う
。）
を
用
途
に
応
じ
て
使
用
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

⑵ 　

器
具
等
、
温
度
計
、
圧
力
計
、
流
量
計
等
の
計
器
類
及
び
消
毒
又
は
浄
水
に
用
い
る
装
置
に
つ
い
て
は
、

そ
の
機
能
を
定
期
的
に
点
検
し
、
必
要
に
応
じ
補
修
等
を
行
う
こ
と
。

　
　
　
　

⑶ 　

器
具
等
は
、
必
要
に
応
じ
て
適
切
な
洗
浄
剤
又
は
消
毒
剤
（
以
下
「
洗
浄
剤
等
」
と
い
う
。）
を
用
い
、
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適
正
な
方
法
で
洗
浄
し
、
又
は
消
毒
し
、
所
定
の
衛
生
的
な
場
所
に
保
管
し
、
管
理
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

⑷ 　

洗
浄
剤
等
、
殺
菌
剤
等
は
、
そ
れ
ら
の
容
器
へ
内
容
物
の
名
称
を
表
示
し
、
食
品
及
び
添
加
物
と
区
別

し
て
管
理
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

⑸ 　

清
掃
用
具
は
、
必
要
に
応
じ
て
洗
浄
し
、
及
び
乾
燥
さ
せ
、
衛
生
上
支
障
の
な
い
専
用
の
場
所
に
保
管

す
る
こ
と
。

　
　
　
　

⑹ 　

手
洗
い
設
備
に
は
適
当
な
消
毒
液
等
を
備
え
、
常
に
使
用
で
き
る
状
態
に
し
て
お
く
こ
と
。

　
　
　

ハ　

ね
ず
み
族
、
昆
虫
等
対
策

　
　
　
　

⑴ 　

定
期
的
に
ね
ず
み
族
、
昆
虫
等
の
発
生
状
況
を
確
認
し
、
発
生
を
認
め
た
と
き
は
、
直
ち
に
駆
除
す
る

こ
と
。

　
　
　
　

⑵ 　

殺
そ
剤
又
は
殺
虫
剤
を
使
用
す
る
場
合
は
、
食
品
及
び
添
加
物
、
器
具
等
並
び
に
容
器
包
装
を
汚
染
し

な
い
よ
う
に
取
り
扱
う
こ
と
。

　
　
　

ニ　

廃
棄
物
及
び
汚
水
の
取
扱
い

　
　
　
　

⑴ 　

廃
棄
物
及
び
汚
水
の
処
理
は
、
適
正
に
行
う
こ
と
。

　
　
　
　

⑵ 　

廃
棄
物
を
保
管
す
る
容
器
は
、
そ
れ
以
外
の
容
器
と
明
確
に
区
分
し
、
及
び
汚
水
又
は
汚
臭
が
漏
れ
な

い
よ
う
に
清
潔
に
保
つ
こ
と
。

　
　
　

ホ　

食
品
等
の
取
扱
い

　
　
　
　

⑴ 　

原
材
料
と
し
て
使
用
す
る
食
品
又
は
添
加
物
（
以
下
「
原
材
料
」
と
い
う
。）
の
仕
入
れ
に
当
た
つ
て
は
、

品
質
、
鮮
度
、
表
示
等
に
つ
い
て
点
検
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

⑵ 　

原
材
料
は
、
そ
の
種
類
ご
と
に
区
分
し
、
及
び
加
工
等
さ
れ
た
食
品
と
区
分
し
、
食
品
間
の
相
互
汚
染

を
防
止
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

⑶ 　

添
加
物
は
、
正
確
に
計
量
し
、
及
び
適
正
に
使
用
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

⑷ 　

原
材
料
、
半
製
品
及
び
製
品
（
以
下
「
製
品
等
」
と
い
う
。）
は
、
当
該
品
の
特
性
、
消
費
期
限
又
は

賞
味
期
限
（
以
下
「
消
費
期
限
等
」
と
い
う
。）、
加
工
の
方
法
、
包
装
形
態
、
生
食
用
や
加
熱
加
工
用
等

の
使
用
方
法
等
に
応
じ
て
冷
蔵
保
存
す
る
等
、
加
工
等
、
保
管
、
運
搬
、
販
売
等
の
各
過
程
に
お
い
て
時

間
及
び
温
度
の
管
理
に
十
分
配
慮
し
て
衛
生
的
に
取
り
扱
う
こ
と
。

　
　
　
　

⑸ 　

食
品
の
加
工
等
に
お
い
て
は
、
病
原
微
生
物
そ
の
他
の
微
生
物
及
び
そ
れ
ら
の
毒
素
を
、
製
品
等
の
特

性
に
応
じ
、
完
全
に
又
は
安
全
な
量
ま
で
死
滅
又
は
除
去
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

⑹ 　

食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
の
防
止
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
仕
入
れ
等
の
状
態
、
出
荷
又
は
販
売

そ
の
他
の
取
り
扱
う
食
品
の
流
通
に
係
る
必
要
な
事
項
に
関
す
る
記
録
を
作
成
し
、
消
費
期
限
等
に
応
じ

た
合
理
的
な
期
間
保
存
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

⑺ 　

製
品
の
出
荷
及
び
販
売
に
際
し
て
は
、
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。）
に
基
づ
く
適
正
な
表
示
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
点
検
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

⑻ 　

法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
成
分
の
規
格
が
定
め
ら
れ
て
い
る
食
品
を
加
工
す
る
営
業
者
は
、

加
工
し
た
食
品
が
当
該
規
格
を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
定
期
的
に
検
査
し
、
そ
の
記
録
を
保

存
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
食
品
が
当
該
規
格
を
満
た
し
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
と

き
は
、
速
や
か
に
原
因
を
究
明
し
、
及
び
改
善
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　
　
　

ヘ　

使
用
水
等
の
管
理

　
　
　
　

⑴ 　

水
道
法
に
規
定
す
る
水
道
事
業
及
び
専
用
水
道
に
よ
り
供
給
さ
れ
る
水
以
外
の
水
（
加
工
用
に
用
い
る

殺
菌
し
た
海
水
を
除
く
。）
を
使
用
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
食

品
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
用
途
に
使
用
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
　
　
　

イ 　

定
期
的
に
水
質
検
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
、
保
存
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　

ロ 　

水
質
検
査
の
結
果
、
飲
用
に
適
さ
な
い
と
判
断
さ
れ
た
と
き
は
、
直
ち
に
保
健
所
長
の
指
示
を
受
け
、

適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　
　
　
　
　

ハ 　

消
毒
設
備
又
は
浄
水
装
置
を
常
に
点
検
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
、
保
存
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

⑵　

殺
菌
し
た
海
水
を
使
用
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　

イ 　

定
期
的
に
水
質
検
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
、
保
存
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　

ロ 　

水
質
検
査
の
結
果
、
加
工
に
適
さ
な
い
と
判
断
さ
れ
た
と
き
は
、
直
ち
に
保
健
所
長
の
指
示
を
受
け
、

適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　
　
　
　
　

ハ 　

消
毒
設
備
又
は
浄
水
装
置
を
常
に
点
検
し
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
、
保
存
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

⑶ 　

貯
水
槽
を
使
用
す
る
と
き
は
、
定
期
的
に
清
掃
し
、
常
に
清
潔
に
保
つ
こ
と
。

　
　
　

ト 　

食
品
加
工
責
任
者
の
設
置
等

　
　
　
　

⑴ 　

営
業
者
は
、
施
設
又
は
そ
の
部
門
ご
と
に
当
該
従
事
者
の
う
ち
か
ら
食
品
衛
生
に
関
す
る
責
任
者
（
以

下
「
食
品
加
工
責
任
者
」
と
い
う
。）
を
定
め
る
こ
と
。

　
　
　
　

⑵ 　

食
品
加
工
責
任
者
は
、
営
業
者
の
指
示
に
従
い
、
常
に
食
品
衛
生
に
関
す
る
新
し
い
知
見
の
習
得
に
努

め
、
衛
生
管
理
に
当
た
る
こ
と
。

　
　
　
　

⑶ 　

食
品
加
工
責
任
者
は
、
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
防
止
の
た
め
、
食
品
取
扱
施
設
及
び
食
品
取
扱
設

備
の
衛
生
管
理
の
方
法
そ
の
他
食
品
衛
生
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
必
要
な
注
意
を
払
う
と
と
も
に
、
必

要
と
認
め
る
と
き
は
営
業
者
に
対
し
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

　
　
　
　

⑷ 　

営
業
者
は
、
食
品
加
工
責
任
者
の
意
見
を
尊
重
す
る
こ
と
。

　
　
　

チ 　

自
主
回
収

　
　
　
　

⑴ 　

消
費
者
の
健
康
被
害
が
発
生
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
食
品
（
食
品
に
係
る
容
器
包
装
を
含
む
。

リ
に
お
い
て
同
じ
。）
を
加
工
し
、
又
は
販
売
し
た
営
業
者
は
、
当
該
食
品
の
迅
速
か
つ
適
切
な
自
主
回



（3）　平成26年３月11日　火曜日 第2539号宮　　城　　県　　公　　報

収
を
す
る
と
と
も
に
、
消
費
者
に
対
し
当
該
食
品
に
係
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

⑵ 　

営
業
者
は
、
食
品
の
自
主
回
収
に
着
手
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
保
健
所
長
に
報
告
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
自
主
回
収
を
す
る
営
業
者
か
ら
の
指
示
に
基
づ
い
て
回
収
を
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

　
　
　

リ 　

管
理
運
営
に
関
す
る
定
め

　
　
　
　

 　

営
業
者
は
、
食
品
取
扱
施
設
の
管
理
及
び
食
品
等
の
取
扱
い
そ
の
他
管
理
運
営
に
関
す
る
手
順
、
方
法
等

を
定
め
、
従
事
者
に
周
知
徹
底
さ
せ
る
こ
と
。

　
　

２ 　

従
事
者
の
衛
生
管
理
の
基
準

　
　
　

イ 　

従
事
者
の
健
康
管
理

　
　
　
　

⑴ 　

営
業
者
は
、
従
事
者
を
介
し
た
食
中
毒
の
病
因
物
質
の
食
品
へ
の
汚
染
を
防
止
す
る
た
め
、
従
事
者
に

定
期
的
に
健
康
診
断
を
受
診
さ
せ
、
従
事
者
の
健
康
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

⑵ 　

営
業
者
は
、
保
健
所
長
か
ら
指
示
が
あ
つ
た
と
き
は
、
従
事
者
に
検
便
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
　
　

⑶ 　

営
業
者
は
、
従
事
者
が
、
食
品
を
介
し
て
感
染
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
そ
の
疾
病

の
病
原
体
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
、
若
し
く
は
そ
の
疾
病
に
か
か
つ
て
い
る
こ
と
が
疑
わ
れ
る

と
き
は
、
当
該
従
事
者
に
そ
の
旨
を
営
業
者
又
は
食
品
加
工
責
任
者
に
報
告
さ
せ
、
医
師
の
診
断
を
受
け

さ
せ
る
こ
と
。

　
　
　

ロ 　

作
業
時
の
衛
生
管
理

　
　
　
　

⑴ 　

営
業
者
は
、
従
事
者
が
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第
二
項
、
第
三
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
七
項
に
規
定
す
る
一
類
感
染
症
、

二
類
感
染
症
（
結
核
を
除
く
。）、
三
類
感
染
症
若
し
く
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
患
者
又
は

こ
れ
ら
の
感
染
症
の
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
無
症
状
病
原
体
保
有
者
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
と
き

は
、
当
該
従
事
者
が
か
か
つ
て
い
る
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
九
十
九
号
）
第
十
一
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
感
染
症
の
区
分
に
応

じ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
、
当
該
従
事
者
を
食
品
等
に
直
接
接
触
す
る
作
業
に
従
事
さ
せ
な
い
こ
と
。

　
　
　
　

⑵ 　

従
事
者
は
、
爪
を
短
く
切
り
、
及
び
マ
ニ
キ
ュ
ア
等
は
付
け
ず
、
並
び
に
作
業
前
及
び
用
便
後
は
、
手

指
の
洗
浄
及
び
消
毒
を
し
、
作
業
中
も
必
要
に
応
じ
て
手
指
の
洗
浄
及
び
消
毒
を
行
う
こ
と
。

　
　
　
　

⑶ 　

従
事
者
は
、
衛
生
的
な
作
業
着
、
帽
子
等
を
着
用
し
、
加
工
場
内
で
は
専
用
の
履
物
を
用
い
る
と
と
も

に
、
装
飾
品
等
不
要
な
も
の
を
加
工
場
内
に
持
ち
込
ま
な
い
こ
と
。

　
　
　
　

⑷ 　

従
事
者
は
、
加
工
場
に
お
い
て
は
、
所
定
の
場
所
以
外
で
更
衣
、
喫
煙
、
食
事
等
を
し
な
い
こ
と
。

　
　
　

ハ 　

衛
生
教
育

　
　
　
　

⑴ 　

営
業
者
は
、
食
品
加
工
責
任
者
に
、
従
事
者
に
対
す
る
加
工
等
、
保
管
、
運
搬
、
販
売
等
を
衛
生
的
に

行
う
た
め
の
衛
生
教
育
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

　
　
　
　

⑵ 　

営
業
者
は
、
保
健
所
長
か
ら
指
示
が
あ
つ
た
と
き
は
、
従
事
者
に
衛
生
に
関
す
る
講
習
を
受
け
さ
せ
る

こ
と
。

　

二 　

魚
介
類
の
行
商

　
　

１ 　

営
業
中
は
、
魚
介
類
を
調
理
し
、
又
は
加
工
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
　

２ 　

道
路
そ
の
他
の
場
所
で
、
魚
介
類
を
陳
列
し
、
又
は
人
を
集
め
て
販
売
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
　

３ 　

氷
等
を
用
い
、
常
に
鮮
度
の
保
持
に
必
要
な
措
置
を
す
る
こ
と
。

　
　

４ 　

魚
介
類
の
運
搬
中
は
、
容
器
の
蓋
を
密
閉
し
て
お
く
こ
と
。

　

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様
式
第
三
号
中
「（25 ㎝

）」
を
「（297 ㎜

）」
に
、「（18 ㎝

）」
を
「（210 ㎜

）」
に
、

「

 
宮
城
県

（　

保

）指
令
第　　
　
　

号
 

（住
所

）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を

「

 
宮
城
県

（　

保

）指
令
第　　
　
　

号
　
　
　
　
　
　
　

加
工
業

 

（住
所

）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１ 　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
の
改
正
規
定
（
第
一
号
１
ホ
⑹

及
び
同
号
リ
に
係
る
部
分
に
限
る
。）
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

改
正
後
の
食
品
衛
生
取
締
条
例
施
行
規
則
別
表
第
二
第
一
号
ト
⑴
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
食
品

衛
生
取
締
条
例
（
昭
和
三
十
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
七
号
）
第
三
条
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の

者
が
同
条
例
第
六
条
第
二
項
の
登
録
の
更
新
を
受
け
る
ま
で
の
間
、
適
用
し
な
い
。

３ 　

改
正
前
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
規

定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。訓　

令　

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
号

　

食
品
衛
生
法
等
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

食
品
衛
生
法
等
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

食
品
衛
生
法
等
取
扱
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
１

場
所
，
大
き
さ
，
使
用
に
適
し
た
構
造
か

。

２
清
掃
し
や
す
い
床
，
壁
，
天
井
で
あ
る
か

。採
光
及

び
通
風
は
ど
う
か

。

様
式
第
1
号
（
第
３
条
関
係
）

消
印
番
号

収
受
年
月
日

・
　
　
・

手
数
料
確
認

（
収
入
証
紙
貼
付
欄
）

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
殿

 
住
　
　
所
　
〒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
T
el　　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
フ
リ
ガ
ナ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
法
人
に
あ
つ
て
は
，
法
人
の
名
称
，
主
た
る
　
　
　

 
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　
　

 
年
　
　
月
　
　
日
生
　
　

加
工
業
登
録
申
請
書
（
新
規
・
継
続
）

　
 　
食
品
衛
生
取
締
条
例
第
３
条
の
規
定
に
よ
り
，
次
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。

営
業
所
の
所
在
地

（
電
話
番
号
）

 
T
el　
　
　
－
　
　
　
－
　
　
　
　

営
業
所
の
名
称
，
屋
号
又

は
商
号
　
　
　
　
　
　

営
業
設
備
の
大
要
別
紙
の
と
お
り

管
理
番
号

登
録
番
号
及
び
そ
の
年
月
日

加
工
業
の
種
類

（
区
　
分
）

１２３申
請
者
の
欠
格
事
項

　
食
品
衛
生
取
締
条
例
又
は
同
条
例
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
て
刑
に
処
せ
ら
れ
，
そ
の
執
行
を
終
わ

り
，
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
２
年
を
経
過
し
な
い
こ
と
。

食
品
加
工
責
任
者
住
　
所

氏
　
名

備
考

工
事
完
了
予
定
日
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

（
注
意
）
１
 　
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
２
 　
「
登
録
番
号
及
び
そ
の
年
月
日
」
の
欄
は
，
継
続
し
て
登
録
を
申
請
す
る
場
合
に
の
み
現
に
受
け

て
い
る
登
録
の
番
号
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
３
 　
「
申
請
者
の
欠
格
事
項
」
の
欄
の
「
申
請
者
」
は
，
法
人
に
あ
つ
て
は
，
そ
の
業
務
を
行
う
役
員

を
含
む
も
の
と
し
，
当
該
事
実
が
な
い
と
き
は
「
な
し
」
と
記
載
し
，
あ
る
と
き
は
そ
の
内
容
を
記

載
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
４
 　
営
業
設
備
の
大
要
は
，
別
紙
と
す
る
こ
と
と
し
，
そ
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と

す
る
こ
と
。
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３
そ
族
こ
ん
虫
か
ら
の
防
ぎ
ょ
施
設
及
び
そ
の
補
修
は

よ
い
か

。

４
周
囲
は
勾
配
が
あ
り
，
排
水
が
良
く
掃
除
し
や
す
い

か

。

５
使
用
に
便
利
で
適
当
な
洗
浄
設
備
が
あ
る
か

。

６
そ
の
目
的
に
応
じ
て
十
分
な
大
き
さ
及
び
数
が
あ
る

か

。

　

様
式
第
一
号
中

７
動
か
し
難
い
設
備
が
適
当
に
配
置
さ
れ
て
い
る
か

。

８
容
易
に
掃
除
で
き
る
構
造
か

。

９
補
修
は
良
い
か

。

10
可
動
施
設
と
し
て
衛
生
的
な
貯
蔵
設
備
が
あ
る
か

。

11
適
当
な
温
度
及
び
圧
力
の
調
節
設
備
が
あ
る
か

。

12
使
用
に
便
利
で
，
安
全
な
給
水
設
備
が
あ
る
か

。
13
汚
物
処
理
の
設
備
は
良
い
か

。便
所
は
清
潔
か

。

」

を
「

１
施
設
は
適
当
な
位
置
に
あ
り
，
使
用
目
的
に
適
し
た

大
き
さ
及
び
構
造
か

に
改
め
る
。

２
床
，
壁
，
天
井
は
，
清
掃
し
や
す
い
構
造
・
材
質
で

あ
る
か
，
施
設
内
の
採
光
，
照
明
及
び
換
気
は
十
分

か

３
施
設
内
に
適
当
な
手
洗
い
設
備
及
び
そ
の
他
の
洗
浄

設
備
が
あ
る
か

４
食
品
を
取
り
扱
う
場
所
の
周
囲
は
清
掃
し
や
す
い
構

造
で
，
か
つ
適
度
な
勾
配
が
あ
り
，
適
切
に
排
水
で

き
る
か

５
食
品
の
種
類
及
び
そ
の
取
扱
い
方
法
に
応
じ
て
十
分

な
大
き
さ
及
び
数
の
設
備
，
機
械
器
具
が
あ
る
か

６
動
か
し
難
い
設
備
，
機
械
器
具
は
，
食
品
の
移
動
を

最
小
限
度
に
す
る
よ
う
適
当
な
場
所
に
配
置
さ
れ
て

い
る
か

７
設
備
，
機
械
器
具
は
，
容
易
に
清
掃
で
き
る
構
造
か

８
機
械
器
具
を
衛
生
的
に
保
管
す
る
設
備
が
あ
る
か

９
機
械
器
具
は
常
に
適
正
に
使
用
で
き
る
よ
う
整
備
さ

れ
て
い
る
か

10
食
品
を
加
熱
，冷
却
又
は
保
管
す
る
た
め
の
設
備
は
，

適
当
な
温
度
又
は
圧
力
の
調
節
設
備
が
あ
り
，
か
つ

常
に
使
用
で
き
る
状
態
に
整
備
さ
れ
て
い
る
か

11
給
水
設
備
は
適
当
な
位
置
及
び
構
造
で
，
飲
用
適
の

水
を
供
給
で
き
る
か

。使
用
水
の
管
理
は
適
切
に
行

わ
れ
て
い
る
か

12
便
所
は
衛
生
的
な
構
造
で
，
常
に
清
潔
に
管
理
さ
れ

て
い
る
か

13
廃
棄
物
及
び
排
水
は
適
切
に
処
理
さ
れ
て
い
る
か
，

  
廃
棄
物
の
保
管
場
所
は
適
切
に
管
理
さ
れ
て
い
る
か

」

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
様
式
第
一
号
は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
様
式
第
一
号
と
み
な
す
。

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
一
号

　

平
成
二
十
五
年
宮
城
県
告
示
第
八
号
（
南
三
陸
金
華
山
国
定
公
園
の
特
別
地
域
内
の
行
為
の
許
可
基
準
の
特
例
を
適

用
す
る
地
域
及
び
基
準
の
特
例
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

第
三
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
五　

谷
川
浜
・
祝
浜
地
区　

（
石
巻
市
谷
川
浜
字
風
越
山
の
一
部
の
地
域
）

　

 　

当
該
地
区
に
お
い
て
行
わ
れ
る
規
則
第
十
一
条
第
四
項
本
文
及
び
第
九
項
に
規
定
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
段
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

　

 　

な
お
、
当
該
地
区
に
お
い
て
は
、
規
則
第
十
一
条
第
四
項
第
七
号
、
第
九
号
及
び
第
十
号
、
同
条
第
九
項
第
四
号

及
び
第
五
号
並
び
に
同
条
第
二
十
三
項
第
二
号
及
び
第
二
号
の
二
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
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規　
　
　
　
　

則

読　

替　

え　

前

読　

替　

え　

後

第
十
一
条
第
四
項
第
二
号

二
階
建

三
階
建

十
メ
ー
ト
ル

十
三
メ
ー
ト
ル

第
十
一
条
第
四
項
第
四
号

千
平
方
メ
ー
ト
ル

三
百
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル

第
十
一
条
第
四
項
第
六
号
の
表
中

「
第
三
種
特
別
地
域
」
の
中
欄

二
十
パ
ー
セ
ン
ト

六
十
パ
ー
セ
ン
ト

第
十
一
条
第
四
項
第
六
号
の
表
中

「
第
三
種
特
別
地
域
」
の
下
欄

六
十
パ
ー
セ
ン
ト

二
百
パ
ー
セ
ン
ト

第
十
一
条
第
九
項
第
三
号

千
平
方
メ
ー
ト
ル

三
百
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル

第
十
一
条
第
九
項
第
七
号
ロ

千
平
方
メ
ー
ト
ル

三
百
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
二
号

　

県
営
気
仙
沼
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
山
漁
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
））
変

更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
で
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事

に
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第

八
十
七
条
の
三
第
六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
対
す
る
取
消
し
の

訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
四
月
九
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

気
仙
沼
市
役
所

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
三
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

小
川
地
区

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
四
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

塩
竈
市
字
越
ノ
浦
一
四
六
の
二
一
四

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

三　

解
除
の
理
由

　
　

海
岸
保
全
施
設
用
地
と
す
る
た
め

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
五
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

牡
鹿
郡
女
川
町
塚
浜
字
前
田
一
一
九
の
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

魚
つ
き

三　

解
除
の
理
由

　
　

電
気
工
作
物
施
設
用
地
と
す
る
た
め
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（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
女
川
町
役
場
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
八
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部

土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

道　

路　

名　

東
和
登
米
線

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
悪
戸
無
番
地
先
か
ら

同
市
東
和
町
米
谷
字
新
菅
浪
無
番
地
先
ま
で

　

Ａ
前　

　

Ｂ
　

八
・
〇
〜

 
八
・
六
　

二
三
三
・
〇
　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

　

二
・
〇
〜

 

三
・
〇
　

二
七
六
・
〇

後
Ａ
　

八
・
〇
〜

 

八
・
六
　

二
三
三
・
〇

教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
五
号

　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ

り
、
教
育
委
員
会
の
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
会
議
の
傍
聴
を
希
望
す
る
者
は
、
次
に
定
め
る
手
続
に
従
っ
て
傍
聴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

庄　
　

子　
　

晃　
　

子　
　
　

一　

日　

時　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
七
日　

午
後
四
時

二　

場　

所　

教
育
委
員
会
会
議
室

三　

事　

件

　

１　

職
員
の
人
事
に
つ
い
て

　

２　

教
育
功
績
者
表
彰
に
つ
い
て

　

３　

宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

４　

校
長
及
び
教
員
の
採
用
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

５　

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

６　

教
育
職
員
の
免
許
状
の
有
効
期
間
の
更
新
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

７　

宮
城
県
教
科
用
図
書
選
定
審
議
会
委
員
及
び
専
門
委
員
の
人
事
に
つ
い
て

　

８　

県
立
学
校
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

９　

宮
城
県
文
化
財
保
護
審
議
会
部
会
委
員
の
人
事
に
つ
い
て

四　

傍
聴
者
の
定
員

　

 　

十
二
人

五　

傍
聴
手
続

　

１ 　

傍
聴
希
望
の
受
付
は
、
会
議
開
会
十
五
分
前
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
参
集
し
た
傍
聴
希
望
者
に
対
し
て

行
い
ま
す
。

　

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
希
望
者
全
員
に
よ
る
抽
選
と
し
ま
す
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
教
育
庁
総
務
課
総
務
班
（
電
話
○
二
二－

二
一
一－

三
六
一
一
）

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
四
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
政
党
の
支
部
）

自
由
民
主
党
高
清
水
支
部

報
告
年
月
日
　
25. 12. 12 （

26. １
. 20解

散
）
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１
　
収
入
総
額

327,520 

　
　
　
前
年
繰
越
額

257,083 

　
　
　
本
年
収
入
額

70,437 

２
　
支
出
総
額

86,621 

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
個
人
の
党
費
・
会
費
 

（
９
人
）

20,400 

　
　
本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与
さ
れ
た
交
付
金
に
係
る
収
入

50,000 

　
　
　
自
由
民
主
党
宮
城
県
支
部
連
合
会

50,000 

　
　
そ
の
他
の
収
入

37 

　
　
　
一
件
十
万
円
未
満
の
も
の

37 

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

13,000 

　
　
　
備
品
・
消
耗
品
費

13,000 

　
　
政
治
活
動
費

73,621 

　
　
　
組
織
活
動
費

73,621 

（
資
金
管
理
団
体
）

地
域
社
会
研
究
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
　
千
葉
　
　
達

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
　
宮
城
県
議
会
議
員

報
告
年
月
日
　
25. 12. ５

（
25. 12. 31解

散
）

１
　
収
入
総
額

1,427,018 

　
　
　
前
年
繰
越
額

177,018 

　
　
　
本
年
収
入
額

1,250,000 

２
　
支
出
総
額

1,304,900 

３
　
本
年
収
入
の
内
訳

　
　
寄
附

1,250,000 

　
　
　
個
人
分

1,200,000 

　
　
　
政
治
団
体
分

50,000 

４
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

1,304,900 

　
　
　
人
件
費

720,000 

　
　
　
光
熱
水
費

120,000 

　
　
　
備
品
・
消
耗
品
費

164,900 

　
　
　
事
務
所
費

300,000 

５
　
寄
附
の
内
訳

　
（
個
人
分
）

　
　
千
葉
　
達

1,200,000 仙
台
市
若
林
区

　
（
政
治
団
体
分
）

　
　
年
間
五
万
円
以
下
の
も
の

50,000 

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

大
沼
か
つ
み
後
援
会

報
告
年
月
日
　
25. 12. 12

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

加
藤
宗
郎
後
援
会

報
告
年
月
日
　
25. 11. 26

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

佐
藤
講
英
後
援
会

報
告
年
月
日
　
25. 12. 19

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

千
葉
と
お
る
後
援
会

報
告
年
月
日
　
25. 12. ５

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

や
つ
む
つ
お
後
援
会

報
告
年
月
日
　
25. 12. ６

１
　
収
入
総
額

33,839 

　
　
　
前
年
繰
越
額

33,839 

２
　
支
出
総
額

0 
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